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審査事件及び結果

議案第４５号 工事請負契約の締結について [原案可決]

議案第４６号 財産の取得について [原案可決]
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午前１１時３８分 開会

○国頭委員長 ただいまより民生教育委員会を開会いたします。

先ほどの本会議で当委員会に付託されました議案２件について審査いたします。

初めに、議案第４５号、工事請負契約の締結についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

大谷子育て支援課子育て政策担当課長補佐。

○大谷子育て支援課子育て政策担当課長補佐 議案第４５号、工事請負契約の締結につい

て御説明いたします。対象工事名は淀江・宇田川こども園（仮称）新築建築主体工事で、

令和４年４月の開所を予定しております。このたび、入札により契約の相手方、金額が決

定いたしましたので、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

内容につきましてですが、契約金額は５億１，００７万円、契約の相手方は淀江・宇田

川こども園（仮称）新築建築主体工事大協組・平田組・先本組特定建設工事共同企業体、

代表者、株式会社大協組でございます。以上でございます。
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○国頭委員長 当局の説明は終わりました。これより質疑に入ります。

ないようですので、これより討論に入ります。

石橋委員。

○石橋委員 先ほどの討論の中でも岡村議員が申し述べましたけれども、この保育園の統

合事業、統合していくという計画そのものにも反対であり、また、淀江・宇田川統合園が、

８億近い予算をかけて統合、建設されるそのことにも疑念があります。そういう予算があ

るならば、本当に１か所ずつ建て直しても十分できたのではないか。保護者に対しては、

統合しなければその建て直しがいつになるか分からない、というような思いを抱かせるよ

うな説明であったというふうに思っております。そういうふうにして統合を進めていく、

そのやり方にまず反対ですので、この建設、そしてそれに関わる予算には反対です。

○国頭委員長 討論されましたね。石橋議員、質疑はなかったですね。

すいません。私が質疑をまだ終結していなくてあれでしたけど。質疑はなかったですね。

質疑を終結いたします。

先ほどは討論ということで、石橋委員の討論ということでよろしいですね。

ほかにありませんか。

〔「なし」と声あり〕

○国頭委員長 別にないようですので、討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第４５号、工事請負契約の締結について、原案のとおり可決することに賛成の委員

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手…伊藤委員、岩﨑委員、岡田委員、門脇委員、土光委員、矢田貝委員〕

○国頭委員長 賛成多数であります。よって、本件については、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。

次に、議案第４６号、財産の取得についてを議題といたします。

当局の説明を求めます。

大谷子育て支援課子育て政策担当課長補佐。

○大谷子育て支援課子育て政策担当課長補佐 議案第４６号について、御説明申し上げま

す。議案第４６号、財産の取得についてですが、淀江・宇田川こども園の厨房機器を取得

するもので、このたび入札により契約の相手方、金額が決定いたしましたので、地方自治

法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

内容につきましては、引出付移動式検収台ほか５２品目の厨房機器でございまして、取

得金額は３，１７９万円、契約の相手方は有限会社エフエスエーシステムズでございます。

説明は以上でございます。

○国頭委員長 当局の説明は終わりました。これより質疑に入ります。

〔「なし」と声あり〕

○国頭委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

石橋委員。

○石橋委員 先ほど、４５号で述べました意見と同じですけれども、この建設とそれに伴

うこの財産の取得ですので、反対いたします。

○国頭委員長 ほかに討論はありませんか。
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〔「なし」と声あり〕

○国頭委員長 ほかにないようですので、討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第４６号財産の取得について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求

めます。

〔賛成者挙手…伊藤委員、岩﨑委員、岡田委員、門脇委員、土光委員、矢田貝委員〕

○国頭委員長 賛成多数であります。よって、本件については、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。

以上で民生教育委員会を閉会いたします。

午前１１時４４分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

民生教育委員長 国 頭 靖


